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入 札 公 告 （ 建 設 工 事 ）  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 16日  

支 出 負 担 行 為 担 当 官  

水 産 庁 長 官  藤 田  仁 司  

◎ 調 達 機 関 番 号  01 8 ◎ 所 在 地 番 号  13  

１ ． 工 事 概 要 等  

(1)  品 目 分 類 番 号  41  

(2)  工 事 名  令 和 ８ 年 度 狼 煙 漁 港 （ 狼 煙

地 区 ） 災 害 復 旧 工 事  

(3)  工 事 場 所  石 川 県 珠 洲 市 狼 煙 町 。  

(4)  工 事 内 容  本 工 事 は 、 狼 煙 漁 港 の 中

央 防 波 堤 に お け る 海 上 地 盤 改 良 工 、 基

礎 工 、 本 体 工 （ 鋼 杭 式 ） 、 本 体 工 （ 場

所 打 式 ） 、 上 部 工 、 裏 込 ・ 裏 埋 工 、 構

造 物 撤 去 工 及 び 付 属 工 を 施 工 す る も の

で あ る 。  

(5)  工 期  契 約 締 結 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 1

9日 ま で 。 た だ し 、 行 政 機 関 の 休 日 に 関
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す る 法 律 （ 昭 和 6 3年 法 律 第 91号 ） 第 １

条 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休 日 （ 以 下

「 行 政 機 関 の 休 日 」 と い う 。 ） を 除 く 。  

(6)  本 工 事 は 、 価 格 と 価 格 以 外 の 要 素

（ 工 事 実 績 、 成 績 等 を 除 く 。 ） を 総 合

的 に 評 価 し て 落 札 者 を 決 定 す る 総 合 評

価 落 札 方 式 （ 技 術 提 案 評 価 型 (Ｗ Ｔ Ｏ

型 )） の 適 用 工 事 の う ち 、 品 質 確 保 の た

め の 体 制 そ の 他 の 施 工 体 制 の 確 保 状 況

を 確 認 す る こ と に よ り 、 施 工 内 容 を 確

実 に 実 現 で き る か ど う か を 審 査 し 、 評

価 を 行 う 施 工 体 制 確 認 型 総 合 評 価 落 札

方 式 の 試 行 工 事 で あ る 。  

(7)  本 工 事 は 、 「 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の

再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律 」 （ 平 成 12年

法 律 第 10 4号 ） に 基 づ き 、 分 別 解 体 等 及

び 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 の

実 施 が 義 務 付 け ら れ た 工 事 で あ る 。  

(8)  本 工 事 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭

和 22年 勅 令 第 16 5号 。 以 下 「 予 決 令 」 と
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い う 。 ） 第 8 6条 第 １ 項 に よ る 調 査 を 受

け た も の と の 契 約 に つ い て は 別 添 工 事

請 負 契 約 書 案 第 3 5条 第 １ 項 中 「 1 0分 の

４ 」 を 「 10分 の ２ 」 と し 、 第 ５ 項 、 第

６ 項 及 び 第 ７ 項 も こ れ に 準 じ て 割 合 を

変 更 す る も の と す る 。 な お 、 工 事 が 進

捗 し た 場 合 の 中 間 前 金 払 及 び 部 分 払 の

請 求 を 妨 げ る も の で は な い 。  

(9)  契 約 締 結 後 に 工 事 請 負 契 約 書 第 54条

の ２ （ 談 合 等 不 正 行 為 が あ っ た 場 合 の

違 約 金 等 ） に 示 す 事 項 に 該 当 す る 場 合

は 、 請 負 代 金 額 （ 契 約 締 結 後 、 請 負 代

金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 変 更 後 の

請 負 代 金 額 ） の 1 0分 の １ に 相 当 す る 額

を 違 約 金 と し て 支 払 わ な け れ ば な ら な

い 。  

(10)  本 工 事 は 、 入 札 説 明 書 の 交 付 、 資 料

の 提 出 及 び 入 札 等 を 電 子 入 札 シ ス テ ム

で 行 う （ 以 下 「 電 子 入 札 方 式 」 と い

う 。 ） 対 象 工 事 で あ る 。 な お 、 電 子 入
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札 方 式 に よ り が た い も の は 、 発 注 者 の

承 諾 を 得 た 場 合 に 限 り 紙 入 札 方 式 に 代

え る こ と が で き る 。  

(11)  本 工 事 は 、 契 約 手 続 に か か る 書 類 の

授 受 を 原 則 と し て 電 子 契 約 シ ス テ ム に

よ り 行 う 。 た だ し 、 電 子 契 約 シ ス テ ム

に よ り が た い も の は 、 紙 契 約 方 式 に 代

え る こ と が で き る 。  

(12)  工 期 又 は 請 負 代 金 の 額 に 影 響 を 及 ぼ

す 事 象 に 関 す る 情 報 の 通 知 に つ い て 、

落 札 者 （ 随 意 契 約 の 場 合 に あ っ て は 、

契 約 の 相 手 方 ） は 、 建 設 業 法 （ 昭 和 ２

４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ２ ０ 条 の ２ 第

２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 工 期 又 は 請 負 代

金 の 額 に 影 響 を 及 ぼ す 事 象 が 発 生 す る

お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 落 札 決

定 （ 随 意 契 約 の 場 合 に あ っ て は 、 契 約

の 相 手 方 の 決 定 ） か ら 請 負 契 約 を 締 結

す る ま で に 、 契 約 担 当 官 等 に 対 し て 、

そ の 旨 を 当 該 事 象 の 状 況 の 把 握 の た め
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必 要 な 情 報 と 併 せ て 書 面 （ 別 添 ５ ） に

よ り 通 知 す る こ と 。  

(13)  本 工 事 は 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 対 象

工 事 に 係 る 特 別 重 点 調 査 の 試 行 工 事 で

あ る 。  

(14)  本 工 事 は 、 契 約 後 に 提 出 す る 休 日 確

保 計 画 （ ４ 週 ８ 休 ） に 基 づ き 施 工 す る

こ と を 前 提 に 、 本 工 事 の 予 定 価 格 の 労

務 費 等 に 補 正 係 数 を 乗 じ た 補 正 を 行 っ

て い る 試 行 工 事 で あ る 。  

(15)  本 工 事 は 、 施 工 期 間 中 の 荒 天 休 止 等

の 実 態 に 基 づ き 、 供 用 係 数 の 精 査 及 び

必 要 に 応 じ て 工 期 の 延 伸 を 可 能 と す る

荒 天 リ ス ク 精 算 型 の 試 行 工 事 で あ る 。  

(16)  本 工 事 は 、 作 業 船 乗 組 員 の 時 間 外 労

働 を 前 提 と し た 現 行 の 積 算 基 準 を 適 用

せ ず 、 適 正 な 就 業 時 間 を 反 映 さ せ た 見

積 り 等 を 活 用 し て 費 用 計 上 す る 試 行 工

事 で あ る 。  

(17)  本 工 事 は 、 受 発 注 者 間 の 業 務 の 効 率
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化 を 目 的 と し た 工 事 書 類 簡 素 化 の 試 行

工 事 で あ る 。  

(18)  本 工 事 は 、 工 事 検 査 時 （ 完 成 ・ 既 済

部 分 等 ） を 対 象 に 、 書 類 検 査 に 必 要 な

書 類 を 限 定 し 、 工 事 検 査 の 時 間 短 縮 や

受 注 者 の 説 明 用 資 料 作 成 の 省 略 に よ り 、

検 査 の 効 率 化 を 進 め る と と も に 、 受 発

注 者 の 負 担 軽 減 を 図 る こ と を 目 的 と し

た 検 査 書 類 限 定 型 の 試 行 工 事 で あ る 。  

(19)  本 工 事 は 、 ウ ェ ア ラ ブ ル カ メ ラ 等 に

よ る 映 像 と 音 声 の 双 方 向 通 信 を 使 用 し

て ｢施 工 状 況 検 査 ｣、 ｢材 料 検 査 ｣と ｢立

会 ｣の 遠 隔 臨 場 を 行 う こ と が で き る 試 行

工 事 (受 注 者 希 望 型 )で あ る 。  

(20)  本 工 事 は 、 工 事 現 場 の 熱 中 症 対 策 に

資 す る 現 場 管 理 費 の 補 正 を 行 う 試 行 工

事 で あ る 。  

(21)  本 工 事 は 、 受 発 注 者 と そ の 双 方 の 責

任 者 が 参 加 し 、 施 工 に お け る 条 件 、 工

事 工 程 の 確 認 及 び 調 整 、 施 工 計 画 の 確
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認 及 び 設 計 変 更 に 関 す る 確 認 ・ 調 整 等

を 目 的 と し た 施 工 条 件 等 確 認 調 整 会 議

を 行 う 試 行 工 事 で あ る 。  

(22)  本 工 事 は 、 Ｉ Ｃ Ｔ の 全 面 的 活 用 を 図

る た め 、 起 工 測 量 、 設 計 図 書 の 照 査 、

施 工 、 出 来 形 管 理 、 検 査 及 び 工 事 完 成

図 や 施 工 管 理 の 記 録 及 び 関 係 書 類 に つ

い て ３ 次 元 デ ー タ を 活 用 す る Ｉ Ｃ Ｔ 活

用 工 事 の 対 象 工 事 (受 注 者 希 望 型 )で あ

る 。  

(23)  本 工 事 は 、 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 の

被 災 地 域 で の 災 害 復 旧 工 事 等 の 実 施 に

際 し 、 被 災 地 周 辺 に 宿 泊 可 能 な 施 設 が

な く 、 現 地 に 技 術 者 や 技 能 者 と い っ た

当 該 工 事 従 事 者 （ 以 下 「 労 働 者 」 と い

う 。 ） の た め の 宿 舎 の 設 置 や キ ャ ン ピ

ン グ カ ー の 手 配 、 倉 庫 を 借 り 上 げ て 宿

泊 施 設 と す る 場 合 等 の 費 用 が 必 要 と な

っ た 場 合 に 、 見 積 り 等 を 活 用 し て 適 切

に 費 用 計 上 す る 試 行 工 事 で あ る 。  



 
- 8 - 

( 2 4 )  本 工 事 は 、 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 の

被 災 地 域 で の 災 害 復 旧 工 事 等 の 実 施 に

際 し 、 不 足 す る 労 働 者 を 広 域 的 に 確 保

せ ざ る を 得 な く 、 漁 港 漁 場 関 係 工 事 積

算 基 準 の 金 額 相 当 で は 適 正 な 工 事 の 実

施 が 困 難 と な っ た 場 合 に 、 「 共 通 仮 設

費 （ 率 分 ） の う ち 営 繕 費 」 及 び 「 現 場

管 理 費 の う ち 労 務 管 理 費 」 の 支 出 実 績

を 踏 ま え て 最 終 精 算 変 更 を 行 う 試 行 工

事 で あ る 。  

(25)  本 工 事 は 、 建 設 業 法 第 26条 第 3項 第 2

号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 監 理 技 術 者

（ 監 理 技 術 者 （ 専 任 特 例 ２ 号 ） ） の 配

置 は 認 め な い 。  

２ ． 競 争 参 加 資 格  

次 の す べ て の 条 件 を 満 た す 単 体 企 業 及

び 経 常 建 設 共 同 企 業 体 と す る 。 （ 特 定 建

設 工 事 共 同 企 業 体 は 募 集 対 象 か ら 除

く 。 ）  

(1)  予 決 令 第 7 0条 及 び 第 71条 の 規 定 に 該
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当 し な い 者 で あ る こ と 。  

(2)  農 林 水 産 本 省 に お け る 土 木 一 式 工 事

に 係 る Ａ 等 級 の 令 和 ７ ・ ８ 年 度 一 般 競

争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る こ と 。

た だ し 、 会 社 更 生 法 （ 平 成 1 4年 法 律 第 1

54号 ） に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て

が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平

成 11年 法 律 第 22 5号 ） に 基 づ き 再 生 手 続

開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 に つ い

て は 、 手 続 開 始 の 決 定 後 、 大 臣 官 房 参

事 官 （ 経 理 ） が 別 に 定 め る 手 続 に 基 づ

く 一 般 競 争 参 加 資 格 の 再 認 定 を 受 け て

い る こ と 。  

(3)  会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の

申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生

法 に 基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な

さ れ て い る 者 （ ２ ． (2)の 再 認 定 を 受 け

た 者 を 除 く 。 ） で な い こ と 。  

(4)  平 成 23年 ４ 月 １ 日 以 降 （ 当 該 年 度 を

除 く ） に 元 請 と し て 、 完 成 ・ 引 渡 が 完
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了 し た 次 の 同 種 工 事 の 施 工 実 績 を 有 す

る こ と （ 共 同 企 業 体 に あ っ て は 、 構 成

員 の う ち １ 社 が 同 種 工 事 の 施 工 実 績 を

有 す る こ と 。 ま た 、 共 同 企 業 体 の 構 成

員 と し て の 施 工 実 績 は 、 出 資 比 率 が 20

％ 以 上 の も の に 限 る 。 た だ し 、 乙 型 共

同 企 業 体 の 同 種 工 事 の 施 工 実 績 に つ い

て は 、 出 資 比 率 に か か わ ら ず 代 表 者 及

び 各 構 成 員 が 施 工 を 行 っ た 分 担 工 事 の

実 績 で あ る こ と 。 ） 。  

な お 、 同 種 工 事 の 施 工 実 績 が 水 産 庁 発

注 の 工 事 （ 特 定 漁 港 漁 場 整 備 事 業 等 ） で

あ る と き は 、 当 該 工 事 の 成 績 評 定 点 が 65

点 以 上 の 場 合 に 限 り 実 績 と し て 認 め る 。  

・ 同 種 工 事 は 、 漁 港 又 は 港 湾 に お け る

外 郭 施 設 又 は 係 留 施 設 の 施 工 実 績 と

す る 。  

(5)  水 産 庁 発 注 の 工 事 （ 特 定 漁 港 漁 場 整

備 事 業 等 ） の う ち 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日

以 降 （ 当 該 年 度 を 除 く ） に 元 請 と し て 、



 
- 11 - 

完 成 ・ 引 渡 が 完 了 し た 工 事 の 施 工 実 績

を 有 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 工 事 の

成 績 評 定 点 の 平 均 が 65点 以 上 で あ る こ

と 。 当 該 実 績 が な い 場 合 に は こ の 限 り

で は な い 。 (た だ し 、 共 同 企 業 体 に あ っ

て は 、 全 構 成 員 の 平 均 で 65点 以 上 で あ

る こ と 。 ）  

(6)  次 に 掲 げ る 基 準 を 満 た す 主 任 技 術 者

又 は 監 理 技 術 者 を 当 該 工 事 に 専 任 で 配

置 で き る こ と 。 た だ し 、 建 設 業 法 施 行

令 第 27条 第 ２ 項 の 工 事 に 該 当 す る 旨 が

特 記 仕 様 書 に 記 載 さ れ て い る 場 合 は 専

任 を 要 し な い こ と が あ る 。  

①  主 任 技 術 者 に あ っ て は 、 １ 級 土 木

施 工 管 理 技 士 又 は こ れ と 同 等 以 上 の

資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。  

②  監 理 技 術 者 に あ っ て は 、 監 理 技 術

者 資 格 者 証 及 び 監 理 技 術 者 講 習 修 了

証 を 有 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 で

あ る こ と 。  
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③  平 成 23年 ４ 月 １ 日 以 降 （ 当 該 年 度

を 除 く ） に 元 請 と し て 完 成 ・ 引 渡 が

完 了 し た 、 次 の 同 種 工 事 の 施 工 経 験

を 有 す る 者 で あ る こ と （ 共 同 企 業 体

に あ っ て は 、 構 成 員 の う ち い ず れ か

１ 名 が 同 種 工 事 の 施 工 経 験 を 有 す る

こ と 。 ま た 、 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と

し て の 施 工 経 験 は 、 出 資 比 率 が 2 0％

以 上 の も の に 限 る 。 た だ し 、 乙 型 共

同 企 業 体 の 同 種 工 事 の 施 工 経 験 に つ

い て は 、 出 資 比 率 に か か わ ら ず 代 表

者 及 び 各 構 成 員 が 施 工 を 行 っ た 分 担

工 事 の 経 験 で あ る こ と 。 ） 。  

な お 、 同 種 工 事 の 施 工 経 験 が 水 産

庁 発 注 の 工 事 （ 特 定 漁 港 漁 場 整 備 事

業 等 ） で あ る と き は 、 当 該 工 事 の 成

績 評 定 点 が 6 5点 以 上 の 場 合 に 限 り 実

績 と し て 認 め る 。  

・ 同 種 工 事 は 、 漁 港 又 は 港 湾 に お け

る 外 郭 施 設 又 は 係 留 施 設 の 施 工 実



 
- 13 - 

績 と す る 。  

④  水 産 庁 発 注 の 工 事 （ 特 定 漁 港 漁 場

整 備 事 業 等 ） の う ち 、 令 和 ３ 年 ４ 月

１ 日 以 降 （ 当 該 年 度 を 除 く ） に 元 請

と し て 、 完 成 ・ 引 渡 が 完 了 し た 工 事

の 施 工 経 験 を 有 す る 者 に お い て は 、

当 該 工 事 の 成 績 評 定 点 の 平 均 が 6 5点

以 上 で あ る こ と 。 当 該 経 験 が な い 者

は こ の 限 り で は な い 。  

(7)  当 該 工 事 を 行 う に あ た り 、 周 辺 海 域

の 自 然 環 境 や 水 産 生 物 の 生 息 環 境 に 配

慮 し た 施 工 を 監 督 す る 者 （ 以 下 「 施 工

環 境 監 理 者 」 と い う 。 ） で あ っ て 、 次

に 掲 げ る 基 準 を 満 た す 者 を 専 任 で 配 置

で き る こ と 。 た だ し 、 建 設 業 法 施 行 令

第 27条 第 ２ 項 の 工 事 に 該 当 す る 旨 が 特

記 仕 様 書 に 記 載 さ れ て い る 場 合 は 専 任

を 要 し な い こ と が あ る 。 ま た 、 施 工 環

境 監 理 者 は 、 主 任 技 術 者 、 監 理 技 術 者

又 は 現 場 代 理 人 と 兼 務 で き る も の と す
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る 。  

①  施 工 環 境 監 理 者 は 、 技 術 士 若 し く

は 技 術 士 補 の う ち 水 産 部 門 （ 水 産 土

木 ） の 資 格 を 有 す る 者 又 は 、 一 般 社

団 法 人 大 日 本 水 産 会 の 行 う 水 産 工 学

技 士 （ 水 産 土 木 部 門 ） 認 定 試 験 に 合

格 し 、 水 産 工 学 技 士 と し て 登 録 し た

者 で あ る こ と 。  

②  本 工 事 は 、 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震

の 被 災 地 域 に お け る 災 害 復 旧 工 事 に

該 当 す る こ と か ら 、 ① に 規 定 す る 者

と 同 等 以 上 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 者

と し て 、 建 設 業 法 の １ 級 土 木 施 工 管

理 技 士 又 は ２ 級 土 木 施 工 管 理 技 士 の

資 格 を 有 し 、 且 つ 、 下 記 の a  か ら d 

の い ず れ か を 満 た す 者 を 施 工 環 境 監

理 者 に 配 置 す る こ と が で き る も の と

す る 。  

a  学 校 教 育 法 に よ る 大 学 （ 短 期 大

学 を 除 く ） 若 し く は 旧 大 学 令 に よ
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る 大 学 に お い て 、 水 産 学 、 土 木 工

学 、 農 業 土 木 又 は 森 林 土 木 （ 以 下 、

「 水 産 土 木 の 指 定 学 科 」 と い

う 。 ） の 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者

で 、 卒 業 後 、 水 産 土 木 の 技 術 的 業

務 に 従 事 し た 期 間 を 通 算 し た 期 間

（ 以 下 、 「 水 産 土 木 業 務 の 実 務 経

験 期 間 」 と い う 。 ） が ２ 年 以 上 に

達 す る 者 、 又 は 、 水 産 土 木 の 指 定

学 科 以 外 の 課 程 を 修 め て 卒 業 し た

者 で 、 卒 業 後 、 水 産 土 木 業 務 の 実

務 経 験 期 間 が ４ 年 以 上 に 達 す る 者 。  

b  学 校 教 育 法 に よ る 短 期 大 学 若 し

く は 旧 専 門 学 校 令 に よ る 専 門 学 校

に お い て 、 水 産 土 木 の 指 定 学 科 の

課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者 で 、 卒 業

後 、 水 産 土 木 業 務 の 実 務 経 験 期 間

が ４ 年 以 上 に 達 す る 者 、 又 は 水 産

土 木 の 指 定 学 科 以 外 の 課 程 を 修 め

て 卒 業 し た 者 で 、 卒 業 後 、 水 産 土
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木 業 務 の 実 務 経 験 期 間 が ６ 年 以 上

に 達 す る 者 。  

c  学 校 教 育 法 に よ る 高 等 学 校 若 し

く は 旧 中 等 学 校 令 に よ る 中 等 学 校

に お い て 、 水 産 土 木 の 定 学 科 の 課

程 を 修 め て 卒 業 し た 者 で 、 卒 業 後 、

水 産 土 木 業 務 の 実 務 経 験 期 間 が ６

年 以 上 に 達 す る 者 、 又 は 水 産 土 木

の 指 定 学 科 以 外 の 課 程 を 修 め て 卒

業 し た 者 で 、 卒 業 後 、 水 産 土 木 業

務 の 実 務 経 験 期 間 が ８ 年 以 上 に 達

す る 者 。  

d  上 記 a か ら c  以 外 の 者 で 、 水 産

土 木 業 務 の 実 務 経 験 期 間 が １ ０ 年

以 上 に 達 す る 者 。  

③  配 置 予 定 の 技 術 者 に あ っ て は 直 接

的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 が 必 要 で あ

る の で 、 そ の 旨 を 明 示 す る こ と が で

き る 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が あ る 。

な お 、 当 該 資 料 が 提 出 さ れ な い 場 合



 
- 17 - 

は 入 札 に 参 加 で き な い こ と が あ る 。  

(8)  工 程 管 理 に 対 す る 技 術 的 所 見 が 適 正

で あ る こ と 。   

(9)  競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 及 び 競 争 参

加 資 格 確 認 資 料 （ 以 下 「 確 認 資 料 等 」

と い う 。 ） の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の

時 ま で の 期 間 に 、 水 産 庁 長 官 か ら 「 水

産 庁 建 設 工 事 請 負 契 約 指 名 停 止 等 措 置

要 領 」 （ 平 成 19年 ９ 月 14日 付 け 1 9水 漁

第 20 12号 ） に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て

い な い こ と 。  

(10)  上 記 １ ( 2)に 示 し た 工 事 に 係 る 設 計 業

務 等 の 受 託 者 又 は 当 該 受 託 者 と 資 本 若

し く は 人 事 面 に お い て 関 連 が あ る 建 設

業 者 で な い こ と   

(11)  同 一 入 札 に 参 加 し よ う と す る 複 数 の

者 の 関 係 に お い て 、 資 本 関 係 又 は 人 的

関 係 が な い こ と 。  

(12)  警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が 実 質 的 に

経 営 を 支 配 す る 建 設 業 者 又 は こ れ に 準
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ず る も の と し て 、 農 林 水 産 省 発 注 工 事

等 か ら の 排 除 要 請 が あ り 、 当 該 状 態 が

継 続 し て い る 者 で な い こ と 。  

(13)  次 の 届 出 の 義 務 を 履 行 し て い な い 建

設 業 者 （ 当 該 届 出 の 義 務 が な い 者 を 除

く 。 ） で な い こ と 。  

①  健 康 保 険 法 （ 大 正 11年 法 律 第 70

号 ） 第 48条 の 規 定 に よ る 届 出 の 義 務  

②  厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 2 9年 法 律 第 1

15号 ） 第 27条 の 規 定 に よ る 届 出 の 義

務  

③  雇 用 保 険 法 （ 昭 和 49年 法 律 第 11 6

号 ） 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 届 出 の 義 務  

３ ． 総 合 評 価 落 札 方 式 に 関 す る 事 項  

(1)  落 札 者 の 決 定 方 法  

入 札 参 加 者 は 、 価 格 、 本 工 事 に お い

て の 施 工 体 制 、 技 術 提 案 、 ワ ー ク ・ ラ

イ フ ・ バ ラ ン ス 等 推 進 に 係 る 認 定 の 取

得 状 況 等 に 対 す る 評 価 を も っ て 入 札 を

行 い 、 ３ ． ( 2)の 要 件 に 該 当 す る 者 の う
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ち 、 ３ ． (3)に よ っ て 得 ら れ る 標 準 点 、

施 工 体 制 評 価 点 及 び 加 算 点 の 合 計 を 入

札 価 格 で 除 し た 数 値 （ 以 下 「 評 価 値 」

と い う ｡） の 最 も 高 い 者 （ 複 数 存 在 す る

場 合 は 、 ３ ． (4 )に よ る ｡） を 落 札 者 と

す る 。  

た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価

格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の

内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い 恐 れ が

あ る と 認 め ら れ る と き 又 は そ の 者 と 契 約

を 締 結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱

す こ と と な る 恐 れ が あ っ て 著 し く 不 適 当

で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 入 札 し た 他

の 者 の う ち 評 価 値 が 最 も 高 い 者 を 落 札 者

と す る こ と が あ る 。  

落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 が 予 決

令 第 85条 の 基 準 （ 以 下 「 調 査 基 準 価 格 」

と い う 。 ） に 該 当 す る 場 合 は 、 予 決 令 第

86条 第 １ 項 の 調 査 を 行 う も の と す る 。  

(2)  評 価 対 象 要 件  



 
- 20 - 

①  入 札 価 格 が 予 決 令 第 79条 の 規 定 に

基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限

の 範 囲 内 で あ る こ と 。  

②  評 価 値 が 標 準 点 を 予 定 価 格 で 除 し

た 数 値 に 対 し て 下 回 ら な い こ と 。  

③  提 案 が 最 低 限 の 要 求 要 件 （ 標 準

案 ） を 満 た し て い る こ と 。  

(3)  評 価 項 目 と 評 価 基 準  

①  標 準 点  

当 該 工 事 に つ い て 、 入 札 説 明 書 等

に 記 載 さ れ た 要 求 要 件 （ 標 準 案 ） を

実 現 で き る と 認 め ら れ た 場 合 に は 、

「 標 準 点 」 1 00点 を 与 え る 。  

②  施 工 体 制 評 価 点 及 び 加 算 点  

評 価 項 目 は 次 の 1 )～ 3 )と し 、 そ の

詳 細 及 び 評 価 基 準 は 入 札 説 明 書 に よ

る 。 な お 、 「 施 工 体 制 評 価 点 」 の 最

高 点 は 30点 、 「 加 算 点 」 の 合 計 は 最

大 で 60点 と す る 。  

   1)  施 工 体 制  
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   2 )  施 工 計 画 （ 技 術 提 案 ）   

   3)  ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス 等 の

推 進  

(4)  ３ ． (1 )に お い て 、 評 価 値 の 最 も 高 い

者 が ２ 者 以 上 あ る 時 は 、 く じ を 引 き 落

札 者 を 決 定 す る 。  

(5)  ヒ ア リ ン グ の 実 施 （ 施 工 体 制 の 審

査 ） ど の よ う に 施 工 体 制 を 構 築 し 、 そ

れ が 入 札 説 明 書 等 に 記 載 さ れ た 要 求 要

件 の 実 現 確 実 性 の 向 上 に つ な が る か を

審 査 す る た め の ヒ ア リ ン グ を 実 施 す る

と と も に 、 ヒ ア リ ン グ に 際 し て 追 加 資

料 の 提 出 を 求 め る こ と が あ る 。 詳 細 は

入 札 説 明 書 に よ る 。  

(6)  評 価 の 担 保  

①  受 注 者 が 技 術 提 案 採 否 通 知 書 に

「 実 施 義 務 あ り 」 と し て 通 知 さ れ た 技

術 提 案 に つ い て 、 受 注 者 の 責 に よ り 提

案 内 容 が 履 行 で き な か っ た 場 合 は 、 実

施 義 務 の あ る 提 案 に 対 す る 不 履 行 と な



 
- 22 - 

っ た 技 術 提 案 の 割 合 に 応 じ て 、 最 大 10

点 の 請 負 工 事 成 績 評 定 の 減 点 を 行 う 。

（ 入 札 説 明 書 参 照 ）  

②  受 注 者 が 提 出 し た 休 日 確 保 計 画 に つ

い て 、 受 注 者 の 責 に よ り 履 行 で き な か

っ た 場 合 は 、 ３ 点 を 「 請 負 工 事 成 績 評

定 」 か ら 減 点 す る 。 た だ し 、 受 注 者 の

責 に よ ら な い 場 合 は 対 象 外 と す る 。  

③  受 注 者 の 責 に よ ら な い 場 合 と は 、 発

注 者 の 事 情 に よ る 設 計 条 件 の 変 更 又 は

そ の 他 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 等 の こ と

を い い 、 発 注 者 と 受 注 者 の 協 議 に よ り

決 定 す る 。  

４ ． 入 札 手 続 等  

(1)  担 当 部 局  〒 10 0－ 8 907  東 京 都 千 代

田 区 霞 が 関 １ － ２ － １  水 産 庁 漁 港 漁

場 整 備 部 事 業 課  電 話  03－ 3 5 0 2－ 8 49

3 メ ー ル  jig y oka_ nyuk ei@ maf f .go. j

p  

(2)  入 札 説 明 書 等 の 交 付 期 間 、 場 所 及 び
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方 法  

①  電 子 入 札 方 式 に よ る 場 合  

ア  交 付 期 間  令 和 ８ 年 ３ 月 16日 か  

ら 令 和 ８ 年 ６ 月 2 6日 ま で の 毎 日

（ た だ し 、 行 政 機 関 の 休 日 を 除

く 。 ） ９ 時 0 0分 か ら 1 7時 0 0分 ま で 。  

イ  交 付 場 所 及 び 方 法  電 子 入 札 シ

ス テ ム 上 に お い て 交 付 す る 。  

②  紙 入 札 方 式 に よ る 場 合 （ 電 子 入 札

シ ス テ ム を 使 用 で き な い 場 合 ）  

ア  交 付 期 間  令 和 ８ 年 ３ 月 16日 か

ら 令 和 ８ 年 ６ 月 2 6日 ま で の 毎 日

（ た だ し 、 行 政 機 関 の 休 日 を 除

く 。 ） 1 0時 0 0分 か ら 1 7時 0 0分 ま で 。

た だ し 、 12時 00分 か ら 13時 0 0分 ま

で の 間 を 除 く 。  

イ  交 付 場 所  〒 10 0－ 8 907  東 京

都 千 代 田 区 霞 が 関 １ － ２ － １  水

産 庁 漁 港 漁 場 整 備 部 事 業 課  Ｔ Ｅ

Ｌ  03 -3 502 -8 4 9 3 メ ー ル  jig y
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o k a _ n y u k e i @ m af f .go. jp  

ウ  交 付 方 法  上 記 交 付 場 所 へ 申 し

込 み 、 無 料 に て 交 付 す る 。  

(3)  確 認 資 料 等 の 提 出 期 間 、 場 所 及 び 方

法  

①   電 子 入 札 方 式 に よ る 場 合  

ア   提 出 期 間  令 和 ８ 年 ３ 月 17日 か

ら 令 和 ８ 年 ４ 月 2 0日 ま で の 毎 日

（ た だ し 、 行 政 機 関 の 休 日 を 除

く 。 ） ９ 時 0 0分 か ら 17時 00分 ま で

と 令 和 ８ 年 ４ 月 2 1日 ９ 時 0 0分 か ら  

15時 00分 ま で 。  

イ  提 出 方 法  電 子 入 札 シ ス テ ム に

よ り 提 出 す る こ と 。 た だ し 、 参 加 表

明 書 の 電 子 デ ー タ の 容 量 が  10Ｍ Ｂ

を 超 え る 場 合 に は 、 電 子 メ ー ル 等 に

よ り 提 出 す る こ と 。 た だ し 、 必 ず 着

信 を 確 認 す る こ と 。  

②  紙 入 札 方 式 に よ る 場 合 （ 電 子 入 札 シ

ス テ ム を 使 用 で き な い 場 合 ）  
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ア  提 出 期 間  令 和 ８ 年 ３ 月 17日 か ら

令 和 ８ 年 ４ 月 20日 ま で の 毎 日 （ た だ

し 、 行 政 機 関 の 休 日 を 除 く 。 ） 1 0時

00分 か ら 17時 00分 ま で と 令 和 ８ 年 ４

月 21日 10時 0 0分 か ら 15時 00分 ま で 。  

イ  提 出 場 所  ４ ． (2)② イ に 同 じ 。  

ウ  提 出 方 法  電 子 メ ー ル 等 に よ り 提

出 す る こ と 。 た だ し 、 必 ず 着 信 を 確

認 す る こ と 。  

(4) 入 札 保 証 金 の 納 付 等 に 係 る 書 類 の 提

出 期 間 、 場 所 及 び 方 法  

①  提 出 期 間  令 和 ８ 年 ６ 月 24日 及 び 令

和 ８ 年 ６ 月 2 5日 の 10時 00分 か ら 1 7時 0 0

分 ま で と 令 和 ８ 年 ６ 月 26日 1 0時 0 0分 か

ら 15時 00分 ま で 。 た だ し 、 1 2時 0 0分 か

ら 13時 00分 ま で の 間 を 除 く 。  

②  提 出 場 所  ４ ． (2)② イ に 同 じ 。  

③  提 出 方 法  入 札 保 証 金 の 納 付 等 に 係

る 書 類 （ 以 下 「 書 類 」 と い う 。 ） の 提

出 は 、 持 参 、 郵 送 （ 書 留 郵 便 に 限 る 。
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提 出 期 間 内 必 着 。 ） 又 は 託 送 （ 書 留 郵

便 と 同 等 の も の に 限 る 。 提 出 期 間 内 必

着 ） に よ り 提 出 す る こ と 。  

(5)  入 札 の 日 時 及 び 場 所 並 び に 入 札 書 の

提 出 方 法   

①  電 子 入 札 方 式 に よ る 場 合   

ア  入 札 の 日 時  令 和 ８ 年 ６ 月 2 4日

及 び 令 和 ８ 年 ６ 月 25日 の 両 日 ９ 時  

00 分 か ら  1 7 時  00 分 ま で と 令 和

８ 年 ６ 月 26日 ９ 時  0 0 分 か ら  1 5  

時  0 0 分 ま で 。    

イ  入 札 書 の 提 出 方 法  電 子 入 札 シ

ス テ ム か ら 電 子 デ ー タ を 提 出 す る

こ と 。  

②  紙 入 札 方 式 に よ る 場 合 （ 電 子 入 札

シ ス テ ム を 使 用 で き な い 場 合 ）   

ア  入 札 の 日 時  令 和 ８ 年 ６ 月 2 9日 1 0

 時 3 0 分  

イ  入 札 の 場 所   水 産 庁 漁 政 部 第 １

会 議 室 （ 本 館 ８ 階 、 ド ア 番 号 「 本 81
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8」 ）  

ウ  入 札 書 の 提 出 方 法  上 記 入 札 及 び

開 札 の 場 所 へ 持 参 し 、 紙 に よ り 提 出

す る こ と 。   

(6)  開 札 の 日 時 及 び 場 所  

①  開 札 日 時  令 和 ８ 年 ６ 月 29日 10  時

30分  

②  開 札 場 所  水 産 庁 漁 政 部 第 １ 会 議

室 （ 本 館 ８ 階 、 ド ア 番 号 「 本 81 8」 ）  

５ ． そ の 他  

(1)  手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨

 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  

(2)  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

①  入 札 保 証 金  納 付 （ 保 管 金 の 取 扱

店  日 本 銀 行 虎 ノ 門 代 理 店 （ み ず ほ

銀 行 虎 ノ 門 支 店 ） ） 。 た だ し 、 国 債

の 提 供 （ 保 管 有 価 証 券 の 取 扱 店  日

本 銀 行 虎 ノ 門 代 理 店 （ み ず ほ 銀 行 虎

ノ 門 支 店 ） ） 又 は 銀 行 等 の 保 証 （ 取

扱 官 庁  水 産 庁 ） を も っ て 入 札 保 証
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金 の 納 付 に 代 え る こ と が で き る 。 ま

た 、 入 札 保 証 保 険 契 約 の 締 結 を 行 い 、

又 は 金 融 機 関 若 し く は 保 証 事 業 会 社

と 履 行 保 証 契 約 の 予 約 を 締 結 し た 場

合 は 、 入 札 保 証 金 を 免 除 す る 。  

②  契 約 保 証 金  納 付 （ 保 管 金 の 取 扱

店  日 本 銀 行 虎 ノ 門 代 理 店 （ み ず ほ

銀 行 虎 ノ 門 支 店 ） ） 。 た だ し 、 利 付

き 国 債 の 提 供 （ 保 管 有 価 証 券 の 取 扱

店  日 本 銀 行 虎 ノ 門 代 理 店 （ み ず ほ

銀 行 虎 ノ 門 支 店 ） ） 又 は 金 融 機 関 若

し く は 保 証 事 業 会 社 の 保 証 （ 取 扱 官

庁  水 産 庁 ） を も っ て 契 約 保 証 金 の

納 付 に 代 え る こ と が で き る 。 ま た 、

公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 に よ る 保 証 を

付 し 又 は 履 行 保 証 保 険 契 約 の 締 結 を

行 っ た 場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 納 付 を

免 除 す る 。  

(3)  入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参

加 資 格 の な い 者 の し た 入 札 、 確 認 資 料
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等 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の し た 入 札 及

び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 者 の し

た 入 札 は 無 効 と す る 。  

(4)  配 置 予 定 監 理 技 術 者 等 の 確 認  落 札

者 決 定 後 、 工 事 実 績 情 報 シ ス テ ム （ COR

INS） 等 に よ り 配 置 予 定 の 監 理 技 術 者 等

の 専 任 制 違 反 の 事 実 が 確 認 さ れ た 場 合

に は 、 契 約 を 結 ば な い こ と が あ る 。 な

お 、 特 別 な 場 合 で や む を 得 な い も の と

し て 承 認 さ れ た 場 合 の 外 は 、 配 置 予 定

の 監 理 技 術 者 等 の 変 更 は 認 め ら れ な い 。  

(5)  専 任 の 監 理 技 術 者 の 配 置 が 義 務 づ け

ら れ て い る 工 事 に お い て 、 調 査 基 準 価

格 に 該 当 す る 価 格 を も っ て 契 約 す る 場

合 に お い て は 、 監 理 技 術 者 と は 別 に 同

等 の 要 件 を 満 た す 技 術 者 の 配 置 を 求 め

る こ と が あ る 。  

(6)  契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

(7)  関 連 情 報 の 入 手 す る た め の 照 会 窓 口

上 記 ４ ． (1)に 同 じ 。  
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( 8 )  一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い

な い 者 の 参 加   上 記 ２ ． (2)に 掲 げ る 一

般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い な い

者 も 上 記 ４ ． (3 )に よ り 確 認 資 料 等 を 提

出 す る こ と が で き る が 、 競 争 に 参 加 す

る た め に は 、 開 札 の 時 に お い て 、 当 該

資 格 の 認 定 を 受 け 、 か つ 、 競 争 参 加 資

格 の 確 認 を 受 け て い な け れ ば な ら な い 。  

(9)  手 続 に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

(10)  電 子 入 札 シ ス テ ム に つ い て  

①  電 子 入 札 シ ス テ ム に 係 る 運 用 に つ

い て は 、 「 水 産 庁 電 子 入 札 シ ス テ ム

運 用 基 準 」 に よ る も の と す る 。  

②  電 子 入 札 方 式 に よ る 手 続 開 始 後 、

紙 入 札 方 式 へ の 途 中 変 更 は 行 わ な い

も の と す る 。 た だ し 、 入 札 参 加 者 側

に や む を 得 な い 事 情 が 生 じ た 場 合 に

限 り 、 発 注 者 の 承 諾 を 得 て 紙 入 札 方

式 に 変 更 す る こ と が で き る 。  

③  電 子 入 札 シ ス テ ム に 障 害 等 や む 得
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な い 事 情 が 生 じ た 場 合 に は 、 紙 入 札

方 式 に 変 更 す る 場 合 が あ る 。  

(11)  被 災 地 域 に お け る 被 災 農 林 漁 家 の 就

労 機 会 の 確 保 に つ い て  受 注 者 は 、 工

事 の 施 工 に 当 た っ て は 、 効 率 的 な 施 工

に 配 慮 し つ つ 、 被 災 地 域 に お け る 被 災

農 林 漁 家 の 就 労 希 望 者 を 優 先 的 に 雇 用

す る よ う 努 め る も の と す る 。  

(12)  発 注 者 綱 紀 保 持 対 策 に つ い て  農 林

水 産 省 の 発 注 事 務 に 関 す る 綱 紀 保 持 を

目 的 と し た 、 農 林 水 産 省 発 注 者 綱 紀 保

持 規 程 （ 平 成 19  年 農 林 水 産 省 訓 令 第 22

 号 ） 第 1 0条 及 び 第 11条 に の っ と り 、 第

三 者 か ら 以 下 の 不 当 な 働 き か け を 受 け

た 場 合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 そ の 内 容

（ 日 時 、 相 手 方 氏 名 及 び 働 き か け の 内

容 ） を 記 録 し 、 同 規 程 第 9条 に 基 づ き 設

置 す る 発 注 者 綱 紀 保 持 委 員 会 （ 以 下

「 委 員 会 」 と い う 。 ） に 報 告 し 、 委 員

会 の 調 査 分 析 に お い て 不 当 な 働 き か け
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と 認 め ら れ た 場 合 に は 、 当 該 委 員 会 を

設 置 し て い る 機 関 に お い て 閲 覧 及 び ホ

ー ム ペ ー ジ に よ り 公 表 す る 。  

（ 不 当 な 働 き か け ）  

①  自 ら に 有 利 な 競 争 参 加 資 格 の 設 定

に 関 す る 依 頼  

②  指 名 競 争 入 札 に お い て 自 ら を 指 名

す る こ と 又 は 他 者 を 指 名 し な い こ と

の 依 頼  

③  自 ら が 受 注 す る こ と 又 は 他 者 に 受

注 さ せ な い こ と の 依 頼  

④  公 表 前 に お け る 設 計 金 額 、 予 定 価

格 、 見 積 金 額 又 は 低 入 札 価 格 調 査 制

度 の 調 査 基 準 価 格 に 関 す る 情 報 聴 取  

⑤  公 表 前 に お け る 総 合 評 価 落 札 方 式

に お け る 技 術 点 に 関 す る 情 報 聴 取  

⑥  公 表 前 に お け る 発 注 予 定 に 関 す る

情 報 聴 取  

⑦  公 表 前 に お け る 入 札 参 加 者 に 関 す

る 情 報 聴 取  
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⑧  そ の 他 の 特 定 の 者 へ の 便 宜 又 は 利

益 若 し く は 不 利 益 の 誘 導 に つ な が る

お そ れ の あ る 依 頼 又 は 情 報 聴 取  

(13)  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

６ ． Summ ary  

(1)  Off ici al i n ch arge  of  di s burs eme-

nt o f th e p roc u ring  ent ity  : F UJIT A

 Hit oshi , D ire c tor Gene ral  of  Fish -

erie s Ag enc y  

(2)  Classification of the services to 

be pr o cu red  : 4 1  

(3)   S u b j e c t  m a tte r of  th e c o ntra ct :

 Dis aste r R eco v ery Cons tru cti o n of  

Noro shi Fis hin g  Por t (N oro shi  Area )  

(4)  Tim e l imi t  for  the  su bmi s sion  of 

appl icat ion  fo r ms a nd r ele van t  doc -

umen ts f or the  qual ific ati on :  3:0 0

P.M,  21 Apr il,  2026  

(5)  Tim e l imi t  for  the  su bmi s sion  of 

tend ers by ele c tron ic b idd ing  syst -
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e m  :  3 : 0 0  P . M,  26 J une,  20 26  

(6)  Con tac t p o int for ten der  docu men -

tati on :  Pr oje c t Di visi on,  Fi s heri -

es P ort and  Fi s hing  Gro und s D e velo -

pmen t De par tme n t, Fisheries Agency, 

1－ 2－ 1 Kas umi g asek i Ch iyo da- k u To -

kyo 100－ 89 07,  Japa n. T EL 03－ 3502

－ 84 93  



総合評価落札方式により実施した理由等 

 

１．工 事 名  令和８年度狼煙漁港（狼煙地区）災害復旧工事 

 

２．入札日時  令和８年６月 29 日 10 時 30 分 

 

３．総合評価落札方式により実施した理由 

    入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持続性、強度、

安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずる工事であるため。 

 

４．落札者の決定基準 

  入札参加者は、価格、本工事においての施工体制、技術提案、ワーク・ライフ・バランス等推進に係る

認定の取得状況等に対する評価をもって入札を行い、(1)の要件に該当する者のうち、(2)によって得られ

る標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除した数値（以下「評価値」という｡）の最も

高い者（複数存在する場合は、(3)による｡）を落札者とする。 

  ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がな

されない恐れがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、入札した他の者のうち評価値が最も高い者を

落札者とすることがある。 

  落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」とい

う。）第 85 条の基準に該当する場合は、予決令第 86 条第１項の調査を行うものとする。 

 (1) 評価対象要件 

   ① 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 

② 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して上回らないこと。 

③ 提案が最低限の要求要件（標準案）を満たしていること。 

(2) 評価項目と評価基準 

① 標準点 

当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件（標準案）を実現できると認められた場合

には、「標準点」100 点を与える。 

② 施工体制評価点及び加算点 

総合評価にかかる評価基準説明書に示すとおり「施工体制評価点」は最高点で 30 点及び加算点は

最高点で 60 点を与える。 

なお、入札参加者の申込みに係る価格が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点におけ

る低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれ

がある価格（予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については 10 分の９、

共通仮設費については 10 分の８、現場管理費については 10 分の８、一般管理費については 10 分の

３をそれぞれ乗じ、さらに 100 分の 110 を乗じて得た金額を合計した価格をいう。）に満たない場

合は、審査を特に重点的に行う。 

③ 技術者評価について 

技術者評価において、複数の候補技術者を記載した場合には、技術者毎にそれぞれの評価項目に

おいて評価し、その合計点の低い者を評価対象とする。なお、共同企業体の場合、評価対象は代表

者の配置予定の技術者に限る。 

 (3) (1)において、評価値の最も高い者が２人以上ある時は、くじを引き落札者を決定する。 

 (4) ヒアリングの実施（施工体制の審査） 

どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につな

がるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求める

ことがある。 



予算決算及び会計令第７３条の規定に基づく資格 

 

１．工 事 名  令和８年度狼煙漁港（狼煙地区）災害復旧工事 

 

２．入札日時  令和８年６月 29 日 10 時 30 分 

 

３．競争参加資格 

確認申請書及び確認資料（以下「確認資料等」という。）を提出できるのは、次のすべての

条件を満たす単体企業または経常建設共同企業体（以下「経常ＪＶ」という。）とする（本件

では特定建設工事共同企業体（特定ＪＶ）は募集対象から除く。）。 

(1) 予決令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

(2) 農林水産本省における土木一式工事に係るＡ等級の令和７・８年度一般競争参加資格の認

定を受けていること。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房参事官（経理）が別に

定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者（３．(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

(4) 平成 23 年４月１日以降（当該年度を除く）に元請として、完成・引渡が完了した次の同種

工事の施工実績を有すること（共同企業体にあっては、構成員のうち１社が同種工事の施工

実績を有すること。また共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20％以上のも

のに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわら

ず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。）。 

なお、同種工事の施工実績が水産庁発注の工事（特定漁港漁場整備事業等）であるときは、

当該工事の成績評定点が 65 点以上の場合に限り実績として認める。 

・同種工事は、漁港又は港湾における外郭施設又は係留施設の施工実績とする。 

(5) 水産庁発注の工事（特定漁港漁場整備事業等）のうち、令和３年４月１日以降（当該年度

を除く）に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工実績を有する場合においては、当該

工事の成績評定点の平均が 65 点以上であること。当該実績がない場合にはこの限りではない。

（ただし、共同企業体にあっては、全構成員の平均で 65 点以上であること。） 

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。

ただし、建設業法施行令第 27 条第２項の工事に該当する旨が特記仕様書に記載されている場

合は専任を要しないことがある。 

① 主任技術者にあっては、１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で

あること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のいずれかに該当する者を

いう。 

・技術士（建設部門、水産部門（選択科目が「水産土木」であるものに限る。）、又は総

合技術監理部門（選択科目が「建設」に係るもの、「水産－水産土木」であるものに限

る。））の資格を有する者。 

② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又は

これに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者

をいう。 

・平成 16 年２月 29 日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。 

・平成 16 年２月 29 日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成 16 年３月１日以後



に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講

習受講修了証を有する者。 

③ 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を

明示することができる資料の提出を求めることがある。なお、当該資料が提出されない場

合は入札に参加できないことがある。 

④ 平成 23 年４月１日以降（当該年度を除く）に元請として完成・引渡が完了した、次の同

種工事の施工経験を有する者であること（共同企業体にあっては、構成員のうちいずれか

１名が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体の構成員としての施工経験は、

出資比率が 20％以上のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験につい

ては、出資比率にかかわらず代表者及び各構成員が施工を行った分担工事の経験であるこ

と。）。 

なお、同種工事の施工経験が水産庁発注の工事（特定漁港漁場整備事業等）であるときは、

当該工事の成績評定点が 65 点以上の場合に限り実績として認める。 

・同種工事は、漁港又は港湾における外郭施設又は係留施設の施工実績とする。 

⑤ 水産庁発注の工事（特定漁港漁場整備事業等）のうち、令和３年４月１日以降（当該年度

を除く）に元請として、完成・引渡が完了した工事の施工経験を有する者においては、当該

工事の成績評定点の平均が 65 点以上であること。当該経験がない者はこの限りではない。 

⑥ 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、予決令第８５条の基準（以

下「調査基準価格」という。）に該当する価格をもって契約する場合においては、監理技術

者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 

(7) 当該工事を行うにあたり、周辺海域の自然環境や水産生物の生息環境に配慮した施工を監

督する者（以下「施工環境監理者」という。）であって、次に掲げる基準を満たす者を専任

で配置できること。ただし、建設業法施行令第 27 条第２項の工事に該当する旨が特記仕様書

に記載されている場合は専任を要しないことがある。また、施工環境監理者は、主任技術者、

監理技術者又は現場代理人と兼務できるものとする。 

① 施工環境監理者は、技術士若しくは技術士補のうち水産部門（水産土木）の資格を有する

者又は、一般社団法人大日本水産会の行う水産工学技士（水産土木部門）認定試験に合格

し、水産工学技士として登録した者であること。 

② 本工事は、令和６年能登半島地震の被災地域における災害復旧工事に該当することから、

①に規定する者と同等以上の能力と経験を有する者として、建設業法の１級土木施工管理

技士又は２級土木施工管理技士の資格を有し、且つ、下記の a から d のいずれかを満たす

者を施工環境監理者に配置することができるものとする。 

a.学校教育法による大学（短期大学を除く）若しくは旧大学令による大学において、水産学、

土木工学、農業土木又は森林土木（以下、「水産土木の指定学科」という。）の課程を修

めて卒業した者で、卒業後、水産土木の技術的業務に従事した期間を通算した期間（以下、

「水産土木業務の実務経験期間」という。）が２年以上に達する者、又は、水産土木の指

定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が４年以

上に達する者。 

b.学校教育法による短期大学若しくは旧専門学校令による専門学校において、水産土木の指

定学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が４年以上に

達する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木

業務の実務経験期間が６年以上に達する者。 

c.学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による中等学校において、水産土木の定

学科の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業務の実務経験期間が６年以上に達

する者、又は水産土木の指定学科以外の課程を修めて卒業した者で、卒業後、水産土木業



務の実務経験期間が８年以上に達する者。 

d.上記 a から c 以外の者で、水産土木業務の実務経験期間が１０年以上に達する者。 

③ 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明

示することができる資料の提出を求めることがある。なお、当該資料が提出されない場合

は入札に参加できないことがある。 

(8) 工程管理に対する技術的所見が適正であること。 

(9) 確認資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、水産庁長官から「水産庁建設工事

請負契約指名停止等措置要領」（平成 19 年９月 14 日付け 19 水漁第 2012 号）に基づく指名

停止を受けていないこと。 

(10) 上記１．に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に

おいて関連がある建設業者でないこと。 

(11) 確認資料等を提出しようとする複数の者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がな

いこと。なお、以下の関係がある場合において、確認資料等の提出者を決めるために当事者

間で調整することは、競争契約入札心得第４条の３第２項の規定に抵触するものではない。 

ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

（ア）子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２に規定する子会社等をい

う。以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）

の関係にある場合 

（イ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

（ア）一方の会社等（会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第２条第３項第２号に規

定する会社等をいう。以下同じ。）の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定す

る役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねて

いる場合 

ただし、会社等の一方が民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第２条第４号に規定す

る再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第２条

第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

a  会社法第２条第 11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員 

である取締役 

b  会社法第２条第 12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

c  会社法第２条第 15号に規定する社外取締役 

d  会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行

しないこととされている取締役 

② 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

     ③ 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をい

う。）の社員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業

務を執行しないこととされている社員を除く。） 

④ 組合の理事 

⑤ その他業務を執行する者であって、①から④までに掲げる者に準ずる者 

（イ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64条第２項又は会社更生法第 67

条第１項の規定により選任された管財人（以下単に管財人という。）を現に兼ねている場

合 



（ウ）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資

本関係又は人的関係があると認められる場合。 

(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、

農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

(13) 次の届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこ

と。 

① 健康保険法（大正 11年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務 

② 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務 

③ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116 号）第７条の規定による届出の義務 
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